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確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

○
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
網
掛
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

政
府
原
案
に
よ
る
改
正
後 

改 

正 

前 

 

（
運
用
の
方
法
の
選
定
及
び
提
示
） 

第
二
十
三
条 

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
運

用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理

機
関
（
運
用
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
を
含
む
。

以
下
「
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と

い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
運
用
の
方
法
の
う
ち
政
令
で
定
め

る
も
の
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
対
象
運
用
方

法
」
と
い
う
。
）
を
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に

よ
る
適
切
な
運
用
の
方
法
の
選
択
に
資
す
る
た

め
の
上
限
と
し
て
政
令
で
定
め
る
数
以
下
で
、
か

つ
、
三
以
上
（
簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事

業
主
か
ら
委
託
を
受
け
て
運
用
関
連
業
務
を
行

う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
（
運
用
関
連
業

務
を
行
う
簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業

主
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
二
以
上
）
で
選
定

し
、
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 

（
運
用
の
方
法
の
選
定
及
び
提
示
） 

第
二
十
三
条 

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
運

用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理

機
関
（
運
用
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
を
含
む
。

以
下
「
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と

い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
運
用
の
方
法
の
う
ち
政
令
で
定
め

る
も
の
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
対
象
運
用
方

法
」
と
い
う
。
）
を
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に

よ
る
適
切
な
運
用
の
方
法
の
選
択
に
資
す
る
た

め
の
上
限
と
し
て
政
令
で
定
め
る
数
以
下
で
、
か

つ
、
三
以
上
（
簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事

業
主
か
ら
委
託
を
受
け
て
運
用
関
連
業
務
を
行

う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
（
運
用
関
連
業

務
を
行
う
簡
易
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業

主
を
含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
二
以
上
）
で
選
定

し
、
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 

（
運
用
の
方
法
の
選
定
及
び
提
示
） 

第
二
十
三
条 

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
運

用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理

機
関
（
運
用
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
を
含
む
。

以
下
「
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と

い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
運
用
の
方
法
の
う
ち
政
令
で
定
め

る
も
の
を
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
従
っ
て
少
な
く
と
も
三
以
上
選
定
し
、
企
業
型

年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
提
示
す
る
運
用
の
方

法
（
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
に
お

い
て
「
提
示
運
用
方
法
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い

ず
れ
か
一
以
上
の
も
の
は
、
元
本
が
確
保
さ
れ
る

運
用
の
方
法
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 



  

二 

り
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一
～
六 
（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
の
方
法
の
選
定
は
、

そ
の
運
用
か
ら
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
収
益
の

率
、
収
益
の
変
動
の
可
能
性
そ
の
他
の
収
益
の
性

質
が
類
似
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
運
用
の
方
法

の
う
ち
い
ず
れ
か
一
以
上
の
も
の
は
元
本
が
確

保
さ
れ
る
運
用
の
方
法
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
基
準

に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

り
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
運
用
の
方
法
の
選
定
は
、

そ
の
運
用
か
ら
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
収
益
の

率
、
収
益
の
変
動
の
可
能
性
そ
の
他
の
収
益
の
性

質
が
類
似
し
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

  
３ 
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
前
二

項
の
規
定
に
よ
り
運
用
の
方
法
の
選
定
を
行
う

に
際
し
て
は
、
資
産
の
運
用
に
関
す
る
専
門
的
な

知
見
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

   

一
～
六 

（
略
） 

（
新
設
） 

       

２ 

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
前
項

の
運
用
の
方
法
の
選
定
を
行
う
に
際
し
て
は
、
資

産
の
運
用
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
い

て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

 


